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告         示 

兵庫県告示第95号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省近畿地

方整備局姫路河川国道事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

平成30年２月６日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（空中写真測量） 

２ 作業期間 

平成29年12月20日から平成30年３月20日まで 

３ 作業地域 

揖保川水系直轄管理区間及び沿川（姫路市、宍粟市及びたつの市の各一部） 

 

兵庫県告示第96号 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、西宮市長から次の

とおり公共測量を実施する旨の通知があった。 

平成30年２月６日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 作業種類 

   公共測量（３級基準点測量（再設）） 
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２ 作業期間 

平成30年２月１日から同年３月31日まで 

３ 作業地域 

西宮市長田町17番２ 

 

兵庫県告示第97号 

 道路法（昭和27年法律第180号）第18条の規定により、道路の区域を次のように変更し、平成30年２月６日か

ら供用を開始する。 

 その関係図面は、平成30年２月６日から２週間、中播磨県民センター姫路土木事務所において一般の縦覧に

供する。 

  平成30年２月６日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

道 路 の 種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区     間 旧新
敷地の幅員
（メートル）

延 長 
（メートル） 

備考

県道 

三 木 宍 粟 線 

姫路市夢前町神種字峠1128番１から 

同 市夢前町神種字峠1253番１まで 

旧 
10.0から

18.0まで
326.0 

一部 

予定地

新
10.0から

19.0まで
326.0  

 

県道 

姫 路 神 河 線 

姫路市夢前町宮置字田尻514番３から 

同 市夢前町宮置字田尻514番３まで 

旧 
13.0から

29.0まで
18.0 

 

新
13.0から

37.0まで
18.0  

県道 

姫 路 神 河 線 

姫路市夢前町山之内字木戸甲６番２から 

同 市夢前町山之内字木戸甲６番２まで 

旧 
5.0から

6.0まで
51.0 

 

新
10.0から

16.0まで
51.0  

県道 

宍 粟 香 寺 線 

姫路市夢前町又坂字岸ノ作131番１から 

同 市夢前町又坂字岸ノ作133番まで 

旧 
8.0から

33.0まで
104.0 

 

新
14.0から

36.0まで
104.0  

 

 

兵庫県告示第98号 

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、急傾斜

地崩壊危険区域を次のとおり指定する。 

 なお、その関係図面は、西播磨県民局光都土木事務所及び上郡町役場に備え置いて縦覧に供する。 

  平成30年２月６日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指定区域 

区 域 名 市 郡 名 区 町 名 町大字名 小 字 名 地     番 

大 持 赤 穂 郡 上 郡 町 井 上

山 野 里

西 山

生 駒 山

355番34の一部  

2757番３の一部 
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兵庫県告示第99号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。 

 その関係図書は、丹波県民局丹波土木事務所まちづくり建築課において縦覧に供する。 

  平成30年２月６日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指 定 番 号 
指定年月日 

（平成年月日） 
位 置 

幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル）

第Ｈ29丹波位置

0002号 
30.1.22 

篠山市網掛字市ノ坪315番１の一部、316番１

の一部、317番１の一部 
6.00 78.55 

 

 

兵庫県告示第100号 

 建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定した。 

 その関係図書は、淡路県民局洲本土木事務所まちづくり建築課において縦覧に供する。 

  平成30年２月６日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

指 定 番 号 
指定年月日 

（平成年月日） 
位 置 

幅 員 

（メートル） 

延 長 

（メートル）

第Ｈ29淡路位置

0009号 
30.1.15 洲本市大野字三条44番の一部、45番２の一部

4.00 

5.00 

35.23 

10.06 

 

 

兵庫県告示第101号 

 河川法（昭和39年法律第167号）第75条第１項の規定に基づく河川管理者の監督処分について、当該監督処分

に係る措置を命ずべき者を確知することができないので、同条第３項の規定に基づき次のとおり公告する。 

平成30年２月６日 

河川管理者                 

阪神南県民センター長 岡 田 由美子  

１ 行うべき措置の内容 

  一級河川旧猪名川の河川区域内にある別表１の１に掲げる廃物（船舶）、同表の２に掲げる船舶及び別表２

に掲げる係留施設等の除却 

２ 河川管理者の監督処分 

１に掲げる措置を命ずべき者が、平成30年２月26日までに当該措置を行わないときは、河川管理者又はそ

の命じた者若しくは委任した者が、当該措置を行う。 

別表１ 廃物（船舶）及び船舶 

 １ 廃物（小型船舶の登録等に関する法律（平成13年法律第102号）第６条の規定に基づく船舶番号又は船

舶安全法（昭和８年法律第11号）第９条第１項の規定に基づく船舶検査済票の番号が判明していない船舶） 

整理

番号 
所在場所 船名 種類

長さ

（ｍ）
幅（ｍ） 内色 外色 

係留

施設

○1  
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先

（一部水面上） 
不明 不明 不明 不明 不明 不明 有 
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○2  
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先

（一部水面上） 
不明 不明 不明 不明 不明 不明 有 

○3  
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先

（一部水面上） 
不明 不明 不明 不明 不明 不明 有 

○4  
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先

（一部水面上） 
不明 不明 不明 不明 不明 不明 有 

○5  
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先

（一部水面上） 
不明 不明 不明 不明 不明 不明 有 

○6  
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先

（一部水面上） 
不明 不明 不明 不明 不明 白 有 

○7  
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先

（一部水面上） 
不明 不明 不明 不明 不明 不明 有 

○8  
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先

（一部水面上） 
不明 不明 不明 不明 不明 不明 有 

○9  
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先

（水面下） 
不明 不明 不明 不明 不明 不明 有 

○10  
尼崎市戸ノ内町４丁目４番１地

先（一部水面上） 
不明 不明 不明 不明 不明 不明 有 

○11  
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先

（一部水面上） 
不明 不明 不明 不明 不明 不明 有 

○12  
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先

（水面下） 
不明 不明 不明 不明 不明 不明 有 

○13  
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先

（一部水面上） 
不明 不明 不明 不明 不明 不明 有 

○14  
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先

（一部水面上） 
不明 不明 不明 不明 不明 不明 有 

備考 廃物の詳細な所在場所は、別図のとおり 

２ 船舶（１以外の船舶） 

整理

番号 
船舶番号又は船舶検査済票の番号 船舶の種類 

１ 271－22610 モーターボート 

別表２ 係留施設等 

整理

番号 
所在場所 構造等 

１ 
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先（護岸上） 鉄ハシゴ１個、鉄杭１本、チェーン２本、ロープ

２本、ブイ２個 

２ 尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先（護岸上） 鉄杭１本、チェーン１本、ロープ２本 



平成30年２月６日 火曜日   兵 庫 県 公 報          第 2974 号 

5 

 

３ 
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先（護岸上） 鉄杭１本、チェーン２本、ワイヤーロープ１本、

トラロープ１本 

４ 
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先（護岸上） 鉄杭１本、チェーン１本、ロープ２本、トラロー

プ２本、係船環１個、ブイ２個 

５ 尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先（護岸上） 係船環２個 

６ 
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先（護岸上） 鉄杭１本、チェーン１本、ロープ４本、トラロー

プ２本 

７ 
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先（護岸上） 鉄杭１本、チェーン３本、ロープ４本、トラロー

プ１本、アルミハシゴ１個、ブイ１個 

８ 
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先（護岸上） 鉄杭２本、チェーン２本、ロープ４本、トラロー

プ１本、鉄パイプ１本、浮き桟橋２個 

９ 尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先（護岸上） 鉄杭３本、チェーン４本、ロープ４本、ブイ２個

10 尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先（護岸上） ホールインアンカー８本 

11 
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先（護岸上） 鉄杭２本、チェーン１本、鉄パイプ１本、ホール

インアンカー10本 

12 
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先（護岸上） 鉄杭３本、ロープ４本、鉄パイプ６本、こん棒１

本、タイヤ４本、ブイ２個 

13 
尼崎市戸ノ内字猪名川向側地先（護岸上） 鉄パイプ７本、鉄ハシゴ１個、タイヤ８本、チェ

ーン１本、ロープ２本、トラロープ２本 

14 尼崎市戸ノ内町４丁目４番１地先（護岸上） 係船環１個 

15 尼崎市戸ノ内町４丁目４番１地先（護岸上） 係船環１個 

16 尼崎市戸ノ内町４丁目４番１地先（護岸上） 廃木４本、留め金３個、ボルト１本 

17 尼崎市戸ノ内町４丁目４番１地先（護岸上） 鉄パイプ２本、ホールインアンカー８本 

18 

尼崎市戸ノ内町３丁目24番14地先（護岸上） 鉄パイプ５本、ホールインアンカー14本、クラン

プ８個、係船環２個、ボルト・ナット32個、ロー

プ１本 

19 
尼崎市戸ノ内町３丁目24番14地先（護岸上） 鉄杭２本、チェーン３本、ロープ１本、係船環１

個 

20 尼崎市戸ノ内町３丁目24番14地先（護岸上） 係船環１個、チェーン１本、ブイ１個 

21 尼崎市戸ノ内町３丁目24番14地先（護岸上） 係船環１個、鉄杭４本、ホールインアンカー３本

22 尼崎市戸ノ内町３丁目23番地先（護岸上） ホールインアンカー８本 

23 尼崎市戸ノ内町３丁目23番地先（護岸上） 係船環２個、チェーン１本、トラロープ１本 

24 

尼崎市戸ノ内町３丁目23番地先（護岸上） 係船環２個、チェーン２本、廃木（階段跡）４本、

トラロープ２本、留め金具８個（ホールインアン

カー15本）、ホールインアンカー12本 

25 尼崎市戸ノ内町３丁目23番地先（護岸上） 係船環３個 

26 尼崎市戸ノ内町３丁目23番地先（護岸上） 留め金具８個 



平成30年２月６日 火曜日   兵 庫 県 公 報          第 2974 号 

6 

 

27 
尼崎市戸ノ内町３丁目５番36地先（護岸上） 係船環１個、鉄パイプ６本、チェーン２本、ロー

プ１本、鉄材３本、留め金具６個 

28 尼崎市戸ノ内町３丁目４番27地先（水面上） ブイ１個 

29 
尼崎市戸ノ内町１丁目３番30地先（護岸上） 鉄柱１本、チェーン１本、ロープ１本、ステンレ

ス製ハシゴ１個、廃木１本、ヒューム管２本 

30 尼崎市戸ノ内町１丁目３番37地先（護岸上） 鉄パイプ通し１個、ホールインアンカー２本 

31 尼崎市戸ノ内町１丁目３番37地先（護岸上） 鉄パイプ通し２個（ホールインアンカー４本）

32 

尼崎市戸ノ内町１丁目３番37地先（護岸上） 鉄パイプ８本、鉄パイプ通し５個（ホールインア

ンカー５本）、ステンレス製ハシゴ１個、ヒュー

ム管２本、ロープ３本、タイヤ１本、ホールイン

アンカー８本 

33 
尼崎市戸ノ内町１丁目３番37地先（護岸上） 鉄パイプ通し２個（ホールインアンカー２本）、

廃木４本、ホールインアンカー２本 

34 

尼崎市戸ノ内町１丁目３番37地先（護岸上） コンクリート柱１本、鉄パイプ２本、鉄パイプ通

し２個（ホールインアンカー２本）、留め金具１

個、ステンレス製ハシゴ１個、ロープ２本、廃木

４本、ホールインアンカー５本 

35 

尼崎市戸ノ内町１丁目３番37地先（護岸上） コンクリート柱１本、鉄パイプ３本、鉄パイプ通

し２個（ホールインアンカー２本）、鉄製ハシゴ

１個、廃木５本、留め金具１個、ロープ１本、ホ

ールインアンカー１本 

36 尼崎市戸ノ内町１丁目３番37地先（護岸上） コンクリート柱１本 

別図 
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公 告 

   大規模小売店舗に対する市町の意見の概要 

 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定により聴取した意見の概要は、次のとお

りである。 

 なお、当該意見を次のとおり縦覧に供する。 

  平成30年２月６日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 イズミヤ昆陽店 

  所在地 伊丹市池尻一丁目１番地 

２ 同法第８条第１項の規定により伊丹市から聴取した意見の概要 

 (1) 駐車場出入口及び収容台数の減少により、来退店車両の出入りが集中し、混雑することが想定されるた

め、駐車場内、出入口及び周辺道路において、交通渋滞の発生等により環境負荷が増大しないよう十分に

対策を講じること。 

(2) 店舗周辺道路は、市立花里小学校及び市立松崎中学校の通学路となっている。駐車場の減少により、残

存する駐車場の混雑が予想されることから、児童生徒の登下校の時間帯に、駐車場出入口に複数の交通誘

導員を配置する等、安全対策を講じられたい。 

３ 意見書の縦覧場所及び縦覧期間 

 (1) 縦覧場所 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課及び阪神北県民局宝塚土木事務所まちづくり建築課 

 (2) 縦覧期間 

   平成30年２月６日から１月間 

 

   大規模小売店舗に対する市町の意見の概要 
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 大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項の規定により聴取した意見の概要は、次のとお

りである。 

 なお、当該意見を次のとおり縦覧に供する。 

  平成30年２月６日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

  名称 （仮称）ドラッグコスモス西脇野村店 

  所在地 西脇市野村町字大日ノ下777―１ほか 

２ 同法第８条第１項の規定により西脇市から聴取した意見の概要 

建物配置等において周辺環境への一定の配慮が見られ、生活環境に与える影響が軽微であると考えられる

ことから、市の整備方針に反するものとは認められず、支障はないものと判断する。 

３ 意見書の縦覧場所及び縦覧期間 

 (1) 縦覧場所 

兵庫県県土整備部まちづくり局都市計画課及び北播磨県民局加東土木事務所まちづくり建築課 

 (2) 縦覧期間 

   平成30年２月６日から１月間 

 

   都市計画法第36条第３項に基づく工事完了公告 

 都市計画法（昭和43年法律第100号）第29条第１項の規定による許可に係る次の開発行為に関する工事は、完

了した。 

  平成30年２月６日 

                                   兵庫県知事 井 戸 敏 三  

１ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  芦屋市東芦屋町50番 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名又は名称 

  大阪市北区大淀中一丁目１番88号 

  積水ハウス株式会社 代表取締役 阿 部 俊 則 

３ 許可年月日及び許可番号 

  平成30年１月12日 

  兵庫県指令神北（宝土）（建）第１－３－２号（29芦屋） 

企 業 庁 公 告 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

平成30年２月６日 

契約担当者                 

兵庫県公営企業管理者 石 井 孝 一  

１ 入札に付する事項 

(1) 件名 

水道用及び工業用水道用薬品の購入 

(2) 品目及び数量 

ア 次亜塩素酸ナトリウム         1,523,000キログラム 

イ ポリ塩化アルミニウム         5,171,000キログラム 

ウ ドライ粉末活性炭（５％ＷＥＴ）   730,000キログラム 

(3) 購入物品の特質等 

購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

数量は、浄水処理水量及び水質等により変動することがある。 

(4) 納入期間 

平成30年４月１日（日）から平成31年３月31日（日）まで 
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各納入場所からの指示により随時納入すること。 

(5) 納入場所 

多田浄水場（川西市多田院字巌険６―３ 猪名川広域水道事務所）  

神出浄水場（神戸市西区神出町田井３―１ 東播磨利水事務所） 

三田浄水場（三田市西野上字上通り152 北摂広域水道事務所） 

船津浄水場（姫路市船津町字平田4552―１ 姫路利水事務所） 

市川工業用水道管理所（姫路市飾磨区妻鹿甲の甲ヶ山394―13 姫路利水事務所） 

(6) 入札方法 

上記(2)アからウまでのそれぞれの物品ごとに入札に付する。 

なお、入札金額は、各物品の１キログラム当たりの単価とし、落札決定に当たっては、入札書に記載さ

れた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その

端数金額を切り捨てた金額。以下「契約希望金額」という。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額か

ら消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

本件入札に参加することができる資格を有する者は、次に掲げる要件のいずれにも該当し、契約担当者の

一般競争入札参加資格確認を受けた者とする。 

(1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県の物品関係入札参加資格（登録）者名簿に登録されている者又

は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時までに物品関係入札参

加資格者として認定された者であること。 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく兵庫県の入札参加資格制限基準に

よる入札参加資格制限に該当しないこと。 

(3) 兵庫県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていないこと。 

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て（旧会社更生法（昭和27年法律第172

号）に基づくものを含む。）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがな

されていない者であること（ただし、それぞれの申立てに係る開始の決定がなされている者については、

契約担当者が経営状況等を勘案して入札参加資格を認めることができる。）。 

３ 入札説明書の交付等 

(1) 入札説明書の交付期間及び契約条項を示す期間 

平成30年２月６日（火）から同月21日（水）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問合せ先 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

兵庫県企業庁水道課 担当 森田 

電話（078）341－7711 内線5444 

４ 入札参加の手続 

本件入札に参加を希望する者は、入札参加申込書（以下「申込書」という。）を次に定めるところに持参に

より提出し、入札参加資格の確認を受けること。 

(1) 提出期間 

平成30年２月７日（水）から同月21日（水）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(2) 提出場所 

前記３(2)に同じ。 

５ 入札手続等 

(1) 入札及び開札の日時 

ア  次亜塩素酸ナトリウム      平成30年３月20日（火）午後１時30分 

イ ポリ塩化アルミニウム      平成30年３月20日（火）午後２時15分 

ウ ドライ粉末活性炭（５％ＷＥＴ） 平成30年３月20日（火）午後３時 

(2) 入札及び開札の場所 

神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 
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   兵庫県庁西館 ５階会議室 

 (3) 入札の方法 

上記(1)の日時に、前記(2)の場所へ直接入札書を提出すること。ただし、郵送による入札については、

書留郵便等により送付し、平成30年３月19日（月）午後５時までに、前記３(2)の場所に必着のこと。  

(4) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額に前記１(2)の各数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加

算した金額）の100分の５以上の額の入札保証金を平成30年３月16日（金）午後５時までに納入しなければ

ならない。ただし、保険会社との間に兵庫県（企業庁）を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場

合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

(5) 契約保証金 

契約金額（落札価格に前記１(2)の各数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金

額）の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険会社と

の間に兵庫県（企業庁）を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証

金に代えて提出すること。 

(6) 入札者に求められる義務 

ア 本件入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品を納入できることを証明する書類を平成30

年２月21日（水）午後５時までに提出すること。 

(ｱ) 卸売業者又は小売業者が入札参加希望の場合 

前記１(2)の各物品の製造業者との間の取引を証明できる書類（製造業者の代理店証明等の原本（証

明書発行権限がある者の記名押印があること。）） 

(ｲ) 製造業者が入札参加希望の場合 

前記１(2)の各物品の製造を証明できる書類 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

(7) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに納付されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成30年４月１日（日））まであること。 

ウ  入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印があり、これらと入札内容が分明であること。 

キ 入札金額は、契約対象となる１(2)の各物品の１キログラム当たりの単価（消費税及び地方消費税相 

当額を含まない。）を記載すること。 

なお、契約代金の支払に当たっては、入札書に記載された単価に指示した数量を乗じた金額に100分の

８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額）とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も

った契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

ケ 代理人が入札をする場合は、入札する前に契約担当者あての委任状を提出すること。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。 

(ｱ)  初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、上記アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうちア、エ又はオに

違反し無効となった者以外の者 

サ この入札の対象となる調達契約に係る予算が議決され、その予算の執行が可能となること。 

(8) 無効とする入札 

ア 本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のし

た入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 
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イ 開札時において入札参加資格のない者のした入札は、入札参加資格があることを確認された者のした

入札であっても、無効とする。 

ウ 申込書等に虚偽の記載をした者のした入札は、無効とする。 

(9)  落札者の決定方法 

ア 入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、企業庁会計規程（昭

和54年企業庁管理規程第２号）第71条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の

価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

イ  落札となるべき同価の入札をした者が２人以上ある場合は、直ちに当該入札者がくじを引くことによ

り落札者を決定する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。 

なお、入札書を郵送した者にあっては、入札立会人がくじを引くこととする。 

また、落札となるべき同価の入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関

係のない職員が代わってくじを引くことにより落札者を決定する。 

(10) 契約書の作成の要否 

要作成 

６ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 落札者が暴力団でないこと等の誓約書の提出があった後、契約関係書類を交付するので、落札決定後直

ちに当該誓約書を提出すること。 

(3)  契約代金の支払に当たっては、契約希望金額に指示した数量を乗じた金額をその都度支払うものとする。 

 (4) 詳細は入札説明書による。 

(5) 問合せ先 

前記３(2)に同じ。 

７ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

(1)  Name and title of head of the procuring entity:  

Kouichi Ishii, Superintendent of Public Enterprises of Hyogo Prefectural Government 

(2)  Nature and quantity of the products to be purchased:  

a. 1,523,000kg of sodium hypochlorite 

b. 5,171,000kg of polyaluminum chloride 

c. 730,000kg of activated carbon powder (5%WET contained)  

(3)  Delivery period: From April 1, 2018 to March 31, 2019 

(4)  Delivery places:  

Tada Water Purification Plant (Inagawa Waterworks Office) 

Kande Water Purification Plant (Higashi-Harima Water Utilization Office) 

Sanda Water Purification Plant (Hokusetsu Waterworks Office) 

Funatsu Water Purification Plant (Himeji Water Utilization Office) 

Ichikawa River Industrial Waterworks Office (Himeji Water Utilization Office) 

(5)  Deadline for the submission of tender application forms:  

17:00 February 21, 2018 

(6)  Deadline for tender:  

The following are deadlines which are specified respectively for each group of the products 

described in (2)  

a. 13:30 March 20, 2018 

b. 14:15 March 20, 2018 

c. 15:00 March 20, 2018 

Should tenders mail their bids, please make sure bids for all the items will arrive by 17:00  

March 19, 2018 

(7)  Person to contact concerning the notice:  

Mr.Morita, Water Supply Division, Public Enterprises Agency, Hyogo Prefectural Government 

5-10-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8567 
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Tel (078)341-7711 extension 5444 

病 院 局 公 告 

入札公告 

ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

  平成30年２月６日 

兵庫県病院事業 契約担当者 

県立淡路医療センター院長 小 山  司 

１ 調達内容 

 (1) 購入物品及び数量 

消化器用超音波内視鏡システム 一式 

 (2) 購入物品の特質等 

   購入物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

 (3) 納入期限 

   平成30年３月30日（金） 

 (4) 納入場所 

   県立淡路医療センター 洲本市塩屋１丁目１番137号 

 (5) 入札方法 

上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時

までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該調

達の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 仕様書の「必要とする基本条件」を全て満たす物品を納入することができると認められた者であること。 

 (6) 購入物品に係る迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証明した者であ

ること。 

 (7) 購入物品又は類似の製品に関して過去５箇年以内に納入実績を有する者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒656-0021 洲本市塩屋１丁目１番137号 

県立淡路医療センター総務部経理課 

電話（0799）22－1200 内線221 

 (2) 契約条項を示す期間、入札説明書及び下記４(5)サで提出を求める誓約書の交付期間 

    平成30年２月６日（火）から同月14日（水）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

    午前９時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。） 

 (3) 入札参加申込書の受付期間 

上記(2)に同じ。 

 (4) 入札・開札の日時及び場所 

平成30年２月26日（月）午後２時 県立淡路医療センター小会議室 

 (5) 入札書の提出期限 
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上記(4)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、平成30年

２月23日（金）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 

契約希望金額（入札書記載金額の100分の108）の100分の５以上の額の入札保証金を平成30年２月22日

（木）午後４時までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証

保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入しなければならない。ただし、保険

会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代え

て契約締結日までに提出すること。 

 (4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書で示した物品又はこれと同等のものを納入でき

ることを証明する書類（入札説明書で示した物品と同等のものをもって競争に参加しようとする者にあ

っては、併せて当該物品が入札説明書で示した物品と同等であることを証明する資料）を平成30年２月

14日（水）午後４時までに前記３(1)の場所に提出すること。 

   イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日までに納入されているこ

と。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成30年３月２日（金））まであること。 

ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札金額は、特に指示した場合のほか、総価格を記入すること。 

ケ 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

コ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの者であること。 

   (ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

 (ｲ) 初度の入札において、上記アからケまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、ア、エ又はオ

に違反し無効となった者以外の者 

サ 落札金額が200万円（消費税及び地方消費税を含む。）を超える場合には、落札者が暴力団でないこと

等についての誓約書を落札決定後直ちに提出すること。 

 (6) 入札の無効 

本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

   要作成 

 (8) 落札者の決定方法 

   入札説明書で示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、病院局会計規程（平成

14年兵庫県病院局管理規程第17号）第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価
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格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。      

 (9) その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

Dr.Koyama, Director of Hyogo Prefectural Awaji Medical Center 

 (2) Nature and quantity of the product to be purchased: 

Endoscopic Ultrasonography System, 1 set 

 (3) Delivery period: 

March 30, 2018 

 (4) Delivery place: 

Hyogo Prefectural Awaji Medical Center 

 (5) Deadline for the submission of tender application forms:  

16:00 February 14, 2018 

 (6) Deadline for tender: 

    17:00 February 23, 2018 by mail  

      14:00 February 26, 2018 by direct delivery  

 (7) Contact point for the notice: 

Accounting Division, Hyogo Prefectural Awaji Medical Center 

1-1-137, Shioya, Sumoto, Hyogo 656-0021 

TEL (0799)22-1200 extension 221 

選挙管理委員会告示 

兵庫県選挙管理委員会告示第９号 

 公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第55条第２項及び第４項第２号並びに地方自治法施行令（昭和22

年政令第16号）第106条、第114条、第117条及び第184条並びに漁業法施行令（昭和25年政令第30号）第９条に

おいて準用する公職選挙法施行令第55条第２項及び第４項第２号（最高裁判所裁判官国民審査法施行令（昭和

23年政令第122号）第13条において衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票の例による場合を含む。）の規定によ

り、不在者投票のできる施設を指定したので、平成13年兵庫県選挙管理委員会告示第27号（不在者投票のでき

る施設の指定）の一部を次のように改正する。 

  平成30年２月６日 

兵庫県選挙管理委員会 

  委員長 立 石 幸 雄  

１ 病院及び介護老人保健施設の表神戸市の項中 

「 

 神戸大学医学部附属国際がん医療・研究セ

ンター 
同 市中央区港島南町１丁目５―１ 

」 

を 

「 

 神戸大学医学部附属国際がん医療・研究セ

ンター 
同 市中央区港島南町１丁目５―１ 

 神戸市立神戸アイセンター病院 同 市中央区港島南町２丁目１―８ 

」 

に改める。 

警 察 本 部 公 告 

入札公告 
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ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の適用を受ける調達を次のとおり一般競争入札に付す。 

平成30年２月６日 

契約担当者               

兵庫県警察本部長 西 川 直 哉  

１ 委託内容 

 (1) 調達物品及び数量 

   平成30年度用品単価契約（ＰＰＣ用紙（Ａ４、Ａ３、Ｂ４）） 

 (2) 調達物品の特質等 

調達物品の性能等に関し、契約担当者が入札説明書で指定する特質等を有すること。 

 (3) 契約期間 

   平成30年４月２日（月）から平成31年３月29日（金）まで 

 (4) 納入場所 

   兵庫県警察本部及び県下各警察署 

 (5) 入札方法 

   上記(1)の物品について入札に付する。 

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金額

（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格と

するので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見

積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 一般競争入札参加資格 

 (1) 物品関係入札参加資格者として、兵庫県（以下「県」という。）の物品関係入札参加資格（登録）者名簿

に登録されている者又は登録されていない者で参加申込みの期間中に出納局管理課へ申請し、開札の日時

までに物品関係入札参加資格者として認定された者であること。 

（入札参加資格審査窓口） 

 兵庫県出納局管理課 電話（078）341－7711 内線4946 

 (2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入札参加資格制限基準による

資格制限を受けていない者であること。 

 (3) 一般競争入札参加申込書兼競争参加資格確認申請書（以下「申込書」という。）の提出期限日及び当該委

託の入札の日において、県の指名停止基準に基づく指名停止を受けていない者であること。 

 (4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事再生法（平成11年法律第225

号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

 (5) 暴力団排除条例（平成22年兵庫県条例第35号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第３号に規定する

暴力団員又は暴力団排除条例施行規則（平成23年兵庫県公安委員会規則第２号）第２条各号に規定する暴

力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

３ 申込書・入札書の提出等 

 (1) 申込書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒650-8510 神戸市中央区下山手通５丁目４番１号 

兵庫県警察本部総務部会計課用度係 担当 鈴木 

         電話（078）341－7441 内線2257 

 (2) 申込書の提出期間、契約条項を示す期間及び入札説明書の交付期間 

平成30年２月６日（火）から同月20日（火）まで（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

   午前10時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

(3) 入札・開札の日時及び場所 

   平成30年３月20日（火）午前10時 兵庫県警察本部４階入札室 

(4) 入札書の提出期限 

上記(3)の入札・開札の日時及び場所に直接入札書を提出すること。ただし、郵送又は民間事業者による

信書の送達に関する法律（平成14年法律第99号）第２条第６項に規定する一般信書便事業者若しくは同条

第９項に規定する特定信書便事業者による同条第２項に規定する信書便による入札については、平成30年

３月19日（月）午後５時までに上記(1)の場所に必着のこと。 

４ その他 
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 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨  

 (2) 入札保証金  

契約希望金額（入札書記載金額の100分の108）の100分の５以上の金額の入札保証金を平成30年３月19

日（月）正午までに納入しなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察本部長を被保険者と

する入札保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を入札保証金に代えて提出すること。 

 (3) 契約保証金 

契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、保険会社との間に兵庫県警察

本部長を被保険者とする履行保証保険契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出す

ること。また財務規則（昭和39年兵庫県規則第31号）に基づき免除する場合もある。 

 (4) 入札者に求められる義務 

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書及び仕様書で示した仕様に適合していることを

確認できる製品カタログ等の書類を平成30年２月20日（火）までに提出すること。 

イ 入札者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から上記アの提出書類に関し説明を求められ

た場合は、それに応じること。 

 (5) 入札に関する条件 

ア 入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。 

イ 所定の額の入札保証金（入札保証金に代わる担保の提供を含む。）が所定の日時までに提出されている

こと。ただし、入札保証金に代えて入札保証保険証書を提出する場合は、保険期間が契約締結予定日（平

成30年４月２日（月））まであること。 

  ウ 入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。 

  エ 同一事項の入札において、他の入札者の代理人を兼ねた者又は２人以上の入札者の代理をした者の入

札でないこと。 

  オ 連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。 

  カ 入札書に入札金額並びに入札者の氏名及び押印があり、入札内容が分明であること。 

  キ 代理人が入札をする場合は、入札開始前に委任状を入札執行者に提出すること。 

ク 入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。 

  ケ 再度入札に参加できる者は、次のいずれかの条件を具備した者であること。 

(ｱ) 初度の入札に参加して有効な入札をした者 

(ｲ) 初度の入札において、前記３(4)及び４(5)アからクまでの条件に違反し無効となった入札者のうち、

３(4)又は４(5)エ若しくはオに違反し無効となった者以外の者 

 (6) 入札の無効 

本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった

者のした入札、申込書又は関係書類に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入

札は、無効とする。 

 (7) 契約書作成の要否 

要作成      

 (8) 落札者の決定方法 

入札説明書で示した調達を履行できると契約担当者が判断した入札者であって、財務規則第85条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

(9)  その他 

詳細は、入札説明書による。 

５ Summary for the Notice of General Competitive Tendering 

 (1) Name and title of head of the procuring entity: 

Naoya Nishikawa, Chief of Hyogo Prefectural Police HQ 

 (2) Nature of the product to be purchased: 

PPC Recycled Paper（A4,A3,B4) 

 (3) Fulfillment period: 

From April 2, 2018 through March 29, 2019 

 (4) Delivery places: 
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Hyogo Prefectural Police HQ and each Police Offices 

 (5) Deadline for the submission of tender application form: 

17:00 February 20, 2018 

 (6) Deadline for tender: 

17:00 March 19, 2018 by mail 

10:00 March 20, 2018 by direct delivery 

 (7) Person to contact concerning the notice: 

Mr.Suzuki, Procurement Section, Finance Division, Hyogo Prefectural Police HQ 

5-4-1 Shimoyamate-dori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8510 

TEL (078)341-7441 Ext. 2257 
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